
レンタルオフィス入居事業者募集中！

１部屋タイプ間取り

　町では、町内で創業・就農などを考えている方に小野町交流・定住支
援館１階の一部の部屋をレンタルオフィスとして貸し出しています。
　使用料は、１部屋タイプが月額１万円です。使用可能な期間は、原則
半年（申請し認められれば最長１年まで使用可能）となります。
　使用する条件は①創業、就農を目的とした使用であること、②将来、
小野町で事業を行う予定であることです。
　レンタルオフィスの使用を希望される方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。

部屋 洗面所

トイレ

バスルームクローゼット

小野町文化・体育振興基金からのお知らせ

スポーツ少年団交流会の様子

　小野町文化・体育振興基金は、町の文化と体育の振興・充
実をはかるために個人や団体からの寄付により積み立ててい
る基金です。
　この基金は、小・中・高校生の全国大会出場時の激励金や
表彰、町の社会体育団体や芸術文化団体、スポーツ少年団へ
の補助や活動費など、有効に活用させていただいています。
　現在低金利時代を迎え、原資を取り崩しての運用となって
います。
　将来を担う子どもたちのため、また町の芸術・文化、スポー
ツの振興のため、皆さんからのご寄付を受け付けています。
　町民の皆さんのご厚志をよろしくお願いします。

問企画政策課　☎72-6939

問公民館　☎72-2125
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